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はじめに 

 

臼杵市では、このたび、「第３期臼杵市子ども・子育て支援事

業計画」を策定いたしました。本計画は、令和 7 年度から令和

11年度までの 5年間を対象とし、こどもたちの健やかな成長と

子育て家庭を支えるための指針です。 

近年、少子高齢化や核家族化が進み、子育て環境が大きく変化

しています。本市では、平成 27年に「臼杵市子ども・子育て支

援事業計画」（第 1期）を策定し、支援の充実を進めてきました。

また、平成 28年開設の臼杵市子ども子育て総合支援センター「ちあぽーと」を令和 6年 4

月より「こども家庭センター」として位置づけ、妊娠期から出産・子育てに至るまで切れ目

のない支援体制を整備・充実させています。 

令和 2年度から令和 6年度の第 2期計画が終了し、第 3期へと移行します。これまでの

取り組みをさらに発展させ、すべてのこどもが安心して成長できる環境づくりを推進してま

いります。 

本計画では、教育・保育の質向上、子育て支援サービスの充実、地域連携の強化を重点施

策とし、臼杵市で「こどもを産みたい」「こどもを育てたい」と思えるまちづくりを進めま

す。 

すべてのこども・若者が幸せな状態（ウェルビーイング）で生活できるよう、地域全体で

支え合い、家族・学校・地域・企業・行政が協力しながら、「こどもまんなか」社会の実現

を目指します。 

これらの施策を実現するには、市民の皆さま、関係機関、行政が一体となって取り組むこ

とが不可欠です。皆さまのご理解とご協力を賜りながら、こどもたちの未来をともに築いて

いきましょう。 

最後に、本計画の策定にあたり、ご意見やご協力をいただいた「子ども・子育て会議」委

員の皆さま、ニーズ調査にご協力いただいた皆さまに心より感謝申し上げます。 

 

令和７年３月 

 

臼杵市長  西岡 隆 
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第１章  計画の策定にあたって 

１ 計画の策定趣旨 

我が国の少子化は急速に進行しており、合計特殊出生率は、平成２９年では 1.43、令和５年で

は 1.20 と減少傾向が続いています。また、核家族化の進行や地域のつながりの希薄化による子

育て家庭の孤立や子育てに不安を抱える保護者の増加、共働きの増加に伴う乳幼児の保育ニー

ズの増大など、家庭環境や地域における子育てをめぐる環境の著しい変化の中にあり、これらの

変化に対応すべく子育て環境の整備が求められています。 

 

そのため、国においては、平成２４年８月、子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するために、

「子ども・子育て関連３法」を成立させ、これらの法律に基づく「子ども・子育て支援新制度」の開始

に当たり、質の高い幼児期の学校教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供を図るため

に、市町村ごとに「子ども・子育て支援事業計画」を策定することとしました。 

 

令和元年１０月からは、こどもたちに対し生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会

を保障するとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的として幼児教育・保育の

無償化が実施されるとともに、共働き家庭等の「小１の壁」を打破し、次代を担う人材を育成するた

め、全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう「新・

放課後子ども総合プラン」を策定するなど、子ども・子育てに関する新たな取組を進めてきました。 

 

令和５年４月には、こども政策をより強力に推進していくため、「こども家庭庁」が設立され、こど

も施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本法である「こども基本法」

が施行されました。同年１２月には少子化社会対策基本法、子ども・若者育成支援推進法及びこど

もの貧困対策の推進に関する法律に基づく３つの大綱を一つに束ねた「こども大綱」が策定されま

した。 

 

 臼杵市（以降「本市」という。）では、子ども・子育て支援法に基づき、平成２６年度に「臼杵市子

ども・子育て支援事業計画」、令和元年度に「第２期臼杵市子ども・子育て支援事業計画」を策定

し、「教育・保育施設等の計画的整備」や「質の高い幼児期の教育・保育の一体的な提供」、「地域

子育て支援の充実」及び「こどもの貧困対策」に向けた施策を推進してきました。 

 

「第２期臼杵市子ども・子育て支援事業計画」が令和６年度で計画期間満了を迎えることから、

社会環境の変化や本市の子育てを取り巻く現状、これまでの取組の成果と課題を踏まえ、子育て

支援の取組をより効果的に推進するため、「第３期臼杵市子ども・子育て支援事業計画」（以下「本

計画」という。）を策定いたします。 
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２ 計画の法的根拠 

本計画は、子ども・子育て支援法第 61条第１項に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」

であり、これまで本市で策定した関係する各分野の計画と連携し、整合性を図りつつ策定するも

のです。 

計画の推進にあたっては、各計画との連携を十分に考慮し、新たな課題や環境の変化にも対応

できるよう、柔軟に計画を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間 

本計画の期間は、法に基づき令和７年度から令和１１年度までの 5 年間とし、令和６年度に策定

しました。計画内容と実態に乖離が生じた場合は、適宜、計画の見直しを行うものとします。 

 

令和 

 ２年度 

令和 

 ３年度 

令和 

 ４年度 

令和 

 ５年度 

令和 

 6年度 

令和 

 7年度 

令和 

 8年度 

令和 

9年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

第２期臼杵市子ども・子育て支援事業計画      

     第３期臼杵市子ども・子育て支援事業計画 

 

 

 

  

【子ども・子育て支援法第 61条第１項】 

市町村は、基本指針に即して、5 年を 1 期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事

業の提供体制の確保、その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村

子ども・子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。 

 

【次世代育成支援対策推進法第 8条第 1項】 

市町村は、行動計画策定指針に即して、5 年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、5 年

を 1 期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、こ

どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、こどもを育成する家庭に適した良質な住

宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進、その他の次世代育成支援

対策の実施に関する計画(以下「市町村行動計画」という。)を策定するものとする。 
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４ 計画の位置づけ 

〇本計画は、「子ども・子育て支援法」第 61 条第 1 項に基づく計画として、国の定めた子ども・

子育て支援法に基づく基本指針（以下「基本指針」という。）に則して、策定するものです。 

 

〇本計画は、次世代育成支援対策推進法第 8 条第 1 項に基づく次世代育成支援対策推進行

動計画の考えや取組を可能な限り踏襲した、「子ども・子育て支援」を総合的に推進していく

事業計画と位置付けます。 

 

〇本計画には、こどもの貧困の解消に向けた対策推進法及び子ども・若者育成支援推進法に

関する施策を含めます。 

 

〇本計画は、臼杵市まちづくり基本条例を核とし、国・県との連携を図り、第３次臼杵市総合計

画を上位計画として、臼杵市男女共同参画基本計画、社会教育方針及び年間計画、健康日

本 21 臼杵市計画をはじめ、他の計画などとの整合を図るものとします。こどもと子育てを取

り巻く施策としては、保健・医療・福祉・教育・労働・住宅などあらゆる分野があり、これらの施

策の総合的・一体的な推進を図っていきます。 

 

■ 国・県・関連計画等との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜国＞ 

〇こども基本法 

○子ども・子育て関連 3法 

〇少子化社会対策基本法 

○次世代育成支援対策推進法 

○児童福祉法 

○こどもの貧困の解消に向けた対策推進法 

○子ども・若者育成支援推進法 

＜大分県＞ 

○おおいた子ども・子育て応援プラン 

（第５期計画） 

〇こども計画 

〇次世代育成支援行動計画 

〇子ども子育て支援事業計画 

〇母子保健計画 

○子どもの貧困対策に関する計画 

○子ども若者計画  等 

＜臼杵市＞ 

第３次臼杵市総合計画 

関係各課・各計画との連携 

第３期  
臼杵市 

子ども・子育て 
支援事業計画 
(こども計画) 

○臼杵市架け橋期のカリキュラム 

○第３次臼杵市男女共同参画基本計画 

○第５期特定事業主行動計画 

○第２次人権教育・人権啓発推進基本計画 

○社会教育方針及び年間計画 

○第３次健康日本 21 臼杵市計画 

○第４次臼杵市障がい者計画 

○第７期障がい福祉計画 

○第３期臼杵市障がい児福祉計画 等 

第３次臼杵市地域福祉計画 

臼杵市まちづくり基本条例 
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５ 子ども・子育てに関する主な法律・制度 

■ 子ども・子育て関連３法成立以降の子ども・子育てに関する主な法律、制度 

平成 法律・制度等 内容 

24 年度 子ども・子育て関連３法 子ども・子育て支援事業の策定が明記。 

25 年度 

待機児童解消加速化プラン 
平成 29 年度末までに 40 万人分の保育の受け皿を確保。（⇒

平成 27 年に 50 万人分に拡大） 

子どもの貧困対策の推進に関す

る法律 

子どもの貧困対策計画の策定が明記。 

（⇒平成 26 年 8 月 29 日子どもの貧困対策に関する大綱閣議

決定） 

26 年度 次世代育成支援対策推進法 令和 7 年 3 月末までの時限立法に延長。 

27 年度 

子ども・子育て支援事業計画 

新制度開始。市町村子ども・子育て支援事業計画、都道府県子

ども・子育て支援事業計画スタート（計画期間：平成 27 年度

～平成 31 年度）。 

保育士確保プラン 

加速化プランの確実な実施に向け、平成 29 年度末までに 7 万

人の保育士を確保。 

（⇒平成 27 年に 9 万人分に拡大） 

少子化社会対策大綱改定 

子育て支援施策の一層の充実、若い年齢での結婚・出産の希望

の実現、多子世帯への一層の配慮、男女の働き方改革、地域の

実情に即した取組の強化。 

28 年度 

子ども・子育て支援法一部改正 

待機児童解消加速化プランにより 40 万人⇒50 万人分に上乗

せされた 10 万人分の受け皿確保について、内訳の 5 万人分を

企業主導型保育の設置により対応。 

ニッポン一億総活躍プラン 
保育士の処遇について、新たに 2％相当の改善。平成 30 年度

以降も保育人材等の確保に取り組む。 

切れ目のない保育のための対策 

待機児童の解消に向けて取り組む市町村を支援するため、施

設整備、入園予約制、保育コンシェルジュの展開などを明確

化。 

児童福祉法改正 

児童虐待についての発生予防から自立支援まで一連の対策の

さらなる強化に向けた、児童福祉法の理念明確化、子育て世代

包括支援センター設置についての法定化など。 

（一部平成 29 年 4 月施行） 
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平成 法律・制度等 内容 

29 年度 

子育て安心プラン 
令和 2 年度末までに全国の待機児童を解消、待機児童ゼ

ロを維持しつつ女性の就業率 80％を達成。 

新しい経済政策パッケージ 
「人づくり改革」において、教育・保育の無償化、待機児

童の解消、高等教育の無償化などを掲げる。 

30 年度 

子ども・子育て支援法一部 

改正 

事業主拠出金の率の上限の引上げ、充当対象の拡大、待

機児童解消等の取組の支援、広域調整の促進による待機

児童の解消（都道府県がまとめ役となる）など。 

新・放課後子ども総合プラン 
令和 5年度末までに放課後児童クラブの約 30万人分の受

け皿の拡大と一体型放課後子ども教室の促進。 

 

令和 法律・制度等 内容 

元年度 幼児教育・保育の無償化 

10 月より開始。認可保育サービスや幼稚園、認定こど

も園の利用について 0～2 歳の住民税非課税世帯、3～5

歳の全世帯を対象に実施。 

2 年度 
子ども・子育て支援事業計画

（第 2 期） 

市町村子ども・子育て支援事業計画、都道府県子ども・

子育て支援事業支援計画（第 2 期）開始。 

（計画期間：令和 2 年度～令和 6 年度） 

4 年度 

子ども・子育て支援法一部改正 

市町村子ども・子育て支援事業計画に定める任意的記載

事項の追加、施設型給付費等支給費用に充てることがで

きる事業主拠出金の上限割合の引上げ、子育て支援に積

極的に取り組む事業主に対する助成制度の創設。 

児童手当法の一部改正 
児童手当の特例給付について、高所得者を対象外とす

る。 

5 年度 

こども家庭庁の創設 
こどもの最善の利益を第一として、こどもの視点に立っ

た当事者目線の政策を強力に進めていくことを目指す。 

こども基本法の成立 

全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ること

ができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推

進することを目的とする。 

こども大綱の閣議決定 

これまで別々に作成・推進されてきた少子化社会対策大

綱、子ども・若者育成支援推進大綱及びこどもの貧困対

策に関する大綱を一つに束ね、こども施策に関する基本

的な方針や重要事項等を一元的に定める。 

＜こどもまんなか社会＞ 

こども大綱において、「全てのこども・若者が、日本国

憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっ

とり、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個

人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の

状況、置かれている環境等にかかわらず、ひとしくその

権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に将来に

わたって幸せな状態(ウェルビーイング)で生活を送る

ことができる社会」と定義されている。 
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６ 計画策定の経緯 

（１）臼杵市子ども・子育て会議の開催 

市民、学職経験者、関係団体代表などから構成される「臼杵市子ども・子育て会議」を設置開催し、

計画策定に向けて事業のあり方や事業ニーズ量などの必要な項目について審議を行い、その結果

を計画書に反映しました。 

 

（２）パブリックコメントの実施 

臼杵市では、市政に関する基本的な事項を定める計画などの素案に対し、市民が意見を提出で

きるようにすることで協働によるまちづくりの実現を図るため、パブリックコメント制度を導入してい

ます。 

本計画の素案をパブリックコメントの手続きにより公表し、令和７年１月２８日から令和７年２月２８

日まで意見の募集を実施し、市民からの計画に対する意見等を精査しながら必要に応じて計画書

に反映するなど、市民意見の反映に努めました。 

 

（３）実態調査の実施 

臼杵市の子育て支援等に関わるニーズの把握のため、令和５年度に子育て中の保護者やこども

を対象としたアンケート形式の実態調査を行い、調査結果から得られた子育ての現状や今後の子育

て支援に係る意向等を、新たなサービスの目標事業量等の設定や子育て支援施策推進の検討資料

として活用しました。 

■ 令和５年度実態調査の概要 

調査 

対象者 

臼杵市在住の就学前児童（0～5歳）及び小学 6年生（6～11歳）までのこどもの

いる全世帯 ※対象のこどもは末子としています。 

調査期間 令和 6年 2月 5日（月）～令和 6年 2月 22日（木） 

調査方法 
郵便発送及び施設経由の配布による調査 

回答は郵便及び WEBによる無記名回答方式 

配布・ 

回収状況 

 配布件数 郵送回答数 WEB 回答数 合計回答数 有効回答率 

就学前 854 件 382件 194件 576件 67.4% 

小学生 774 件 188件 266件 454件 58.7% 

合 計 1,628件 570件 460件 1,030件 63.3% 
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７ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）について 

ＳＤＧｓ（エス ディー ジーズ）とは、2015 年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発目

標（Sustainable Development Goals）」のことで、2030年までに達成する 17の目標と 169

のターゲットで構成され、「誰一人取り残さない」ことを理念とした国際社会共通の目標です。ＳＤＧｓ

は発展途上国だけでなく、先進国自身が取り組む普遍的なものであり、自治体においても地方創生

を推進するため、その達成に向けた推進が求められています。 

本市においても、「誰一人として取り残さない」という包括的な視点のもと、全ての人の平等かつ

公平な社会参画をめざし、取組を進めていきます。 

本計画に関連するＳＤＧｓの目標は、以下のとおりです。 

 

 
 

 

 


